
平均

延べ22,174人

指定管理者総合評価シート

ビジョン
（施設の目的・目指すべき方向性）

ミッション
（施設の社会的使命や役割）

（評価対象期間　  令和３年４月１日～  令和７年３月３１日）

指定期間

所管課

令和３年４月１日～ 令和８年３月３１日（５年）

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

指定管理者名

（１）利用者アンケートにおける利用者満足度（成果指標１）

１　基本情報

施設名称 千葉市桜木園

条例上の設置目的

指定管理者制度導入により、市民サービスの向上と管理経費の縮減の効果を見込む。

千葉市社会福祉協議会

２　成果指標等の推移

必要な医療や福祉サービスを提供することで、重症心身障害児者が安心して暮らせるよ
うにすること。

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第42条第2号に規定する医療型
障害児入所施設、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所及び障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下
「支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う。

・障害児を入所させ、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに知的障害のある
児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している
児童（以下「重症心身障害児」という。）に対する治療を行うこと。
・障害児を通所させ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練等を行うこと。
・学校に就学している障害児を授業の終了後又は休業日に通所させ、生活能力の向上の
ために必要な訓練、社会との交流の促進等を行うこと。
・医療を要する障害者であって常時介護を要するものに対し、機能訓練、療養上の管
理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話等を行うこと。
・常時介護を要する障害者に対し、主として昼間において、入浴、排せつ又は食事の介
護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行うこと。
・居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とす
る障害者を入所させ、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うこと。

制度導入により見込まれる
効果

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 平均

実績値

数値目標※

89.6%

90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

85.0% 103.1% 105.1% 104.8% 99.5%達成率

（２）成果指標以外の利用状況を示す指標

延べ22,260人

令和４年度 令和５年度 令和６年度

施設利用者数 延べ22,328人 延べ22,266人 延べ22,271人

※　数値目標は選定時に設定した数値であり、市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合、市設定の
数値は括弧書きで表している。

76.5% 92.8% 94.6% 94.3%

指　標 令和３年度

- 1 - 



0

2,741,029

2,742,910

△ 1,881総収支

総支出

実績

利益還元の内容

総収入

△ 5,091 △ 4,555 1,506

実績

実績

659,164 685,257 681,144 715,464

664,255 689,812 679,638 709,205

6,259

利益の還元額 実績

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

692,302 698,373

自
主
事
業

収　入

支　出

収　支

実績

計画

実績

計画

実績 0 0 0

△ 5,091 △ 4,555 1,506収　支 △ 1,881

0

0

0

0

664,255 689,812 679,638 709,205

692,302 686,813 698,373 713,199

2,742,910

2,790,687

0 0 0 0

6,259

2,790,687

必
須
業
務

収
入

実績

計画

実績

計画

実績

計画

659,164

0

0

659,164

実績

計画

実績

計画

実績

指定管理料

0
その他

0

合　計

支　出

0 0 0

2,738,427

2,790,687

0 0 0

2,602

0

685,257 681,144 715,464

686,813

0

713,199

2,741,029

0

0

2,602 0 0

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度 合計

３　収支状況の推移

（単位：千円）

682,655

0 0
利用料金

681,144 715,464

692,302 686,813 698,373 713,199
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※市の施設管理経費縮減への寄与については平均削減率5.9%とＡ評価となる
　が、主な縮減要因が人員欠如等によるもので指定管理者の努力によらないも
　のなのでＣ評価とした。

【評価の内容】
　Ａ：事業計画書等に定める水準や市の指定管理者に対する期待を大きく上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
　Ｂ：事業計画書等に定める水準や市の指定管理者に対する期待を上回る、優れた管理運営が行われていた。
　Ｃ：概ね事業計画書等に定める水準や市の指定管理者に対する期待どおりに管理運営が行われていた。
　Ｄ：事業計画書等に定める水準や市の指定管理者に対する期待に満たない管理運営が行われていた。
　Ｅ：事業計画書等に定める水準や市の指定管理者に対する期待に、大きく満たない管理運営が行われていた。

・保護者・家族へのアンケートを年２回実施した。
・意見箱を常置し利用者意見の聴取に努めた。

Ｃ
・障害児入所支援をはじめとした事業を適正に実施
し、重症心身障害児者が安心して暮らせるよう、必要
な医療や福祉サービスを提供した。

・積極的に市内業者を利用した。
・障害者雇用の確保に努めた。

総合
評価 Ｃ

１　成果指標の目標達成 Ｃ ・実績値89.6％　平均達成率　99.5％

評価項目 評　価 評価の具体的内容・理由

４　管理運営状況の総合評価

Ｃ ・日常点検・定期検査を適正に実施した。

Ｃ３　市民の平等利用の確保・施設の適正管理

６　その他
（市内業者の育成、市内雇用の配慮、障害者
雇用の確保、施設職員の雇用の安定化への配
慮）

Ｃ

（１）人的組織体制の充実

（２）施設の維持管理業務

Ｃ ・職場内研修及び外部研修等の受講を推進した。

５　施設の効用の発揮

（１）幅広い施設利用の確保

（２）利用者サービスの充実

（３）施設における事業の実施

Ｃ ・設置管理条例及び管理規則に基づき、開館時間及び
休館日を遵守した。

Ｃ

・千葉市桜木園設置管理条例及び管理規則に基づき、
適切に施設管理を行った。

２　市の施設管理経費縮減への寄与

４　施設管理能力

Ｃ

R3 提案額    ：707,210千円
   実績額　　：659,164千円（削減率 6.8％）
R4 提案額    ：717,093千円
   実績額　　：682,655千円（削減率 4.8％）
R5 提案額    ：737,205千円
   実績額　　：681,144千円（削減率 7.8％）
R6 提案額    ：741,390千円
   実績額　　：709,205千円（削減率 4.3％）
（令和3年～令和6年の平均　削減率 5.9％）
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既に施設管理手法の見直しを決定している。

（４）保健福祉局指定管理者選定評価委員会の意見

・　成果指標については、施設の種別を考慮し引き続きご検討いただくとともに、施設の適正管理にあたって、指定
　　管理者が適切に評価されるよう、引き続き検討していただきたい。

特になし

・利用者アンケートにおける利用者満足度は目標の満足度90％に対して平均89.6％であり、達成率は平均99.5％であり
ほぼ達成した。
・市の施設管理経費縮減に寄与したと認められる。
・施設運営においては、千葉市桜木園設置管理条例及び管理規則に基づき、適切に行ったと認められる。

（１）指定管理者制度導入効果の検証

○

当初の見込みを上回る効果が達成できた。

当初見込んでいた効果が概ね達成できた。

当初見込んでいた効果は達成できなかった。

（上記判断の理由や具体的内容・達成できなかった場合の原因）

（２）指定管理者制度運用における課題・問題点

（３）指定管理者制度継続の検討

○ 指定管理者制度を継続する。

施設管理手法の見直しを検討する。

５　総合評価を踏まえた検討
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